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【手続補正書】
【提出日】平成25年6月7日(2013.6.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　哺乳類対象の変性神経疾患又は状態を予防又は治療するための薬剤の調製における、ダ
イコンソウの有機抽出物の使用。
【請求項２】
　前記変性神経疾患又は状態が、虚血性脳卒中、アルツハイマー病、血管性認知症、軽度
認知機能障害（ＭＣＩ）、慢性脳虚血、及びパーキンソン病から成る群より選択される、
請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　ダイコンソウの前記有機抽出物が、ダイコンソウの前記抽出物が投与されなかった対照
に比較して、虚血性脳卒中を有する対象において脳血液かん流又は神経再生を向上させる
、請求項１又は２に記載の使用。
【請求項４】
　ダイコンソウの前記抽出物は、虚血脳の血管新生を誘発し、それによって血液かん流を
向上させる、請求項１～３のいずれか１項に記載の使用。
【請求項５】
　ダイコンソウの前記抽出物が、１日につき対象の体重１キログラムあたり、約０．００
１ｍｇ～約１０ｇの範囲の量で投与されるように配合される、請求項１～４のいずれか１
項に記載の使用。
【請求項６】
　ダイコンソウの前記抽出物が、薬学的に許容される担体を含む服用量単位形態で投与さ
れるように配合される、請求項１～５のいずれか１項に記載の使用。
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【請求項７】
　ダイコンソウの前記抽出物が、神経再生を刺激する、請求項１～６のいずれか１項に記
載の使用。
【請求項８】
　ダイコンソウの前記抽出物が、ダイコンソウの前記抽出物が投与されなかった対照に比
較して、脳虚血梗塞領域の大きさを減少させる、請求項１～７のいずれか１項に記載の使
用。
【請求項９】
　ダイコンソウの前記抽出物が、経口投与されるように配合される、請求項１～８のいず
れか１項に記載の使用。
【請求項１０】
　ダイコンソウの前記抽出物が、皮下注射、筋肉内注射、又は静脈内注入によって投与さ
れるように配合される、請求項１～８のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１１】
　前記抽出物が、ダイコンソウの低級アルキルアルコール抽出物である、請求項１～１０
のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１２】
　前記低級アルキルアルコールが、１～６個の炭素原子を有する、請求項１１に記載の使
用。
【請求項１３】
　前記低級アルキルアルコールが、エタノールである、請求項１１に記載の使用。
【請求項１４】
　前記対象が、ヒトである、請求項１～１３のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１５】
　ダイコンソウの有機抽出物と、薬学的に許容される担体とを含む、哺乳類対象において
変性神経疾患又は状態を治療するための薬学的組成物。
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